
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インタネットプロトコルにてパケットを転送するネットワークと、
　電話端末を含み、前記ネットワークに収容され、該ネットワークから受けるパケットを
音声信号に変換して前記電話端末に送り、該電話端末からの音声信号をパケットに変換し
て前記ネットワークに送信する複数の電話端末手段と、
　前記ネットワークに接続され、前記複数の電話端末手段のいずれかからの会議接続要求
に応動して、該複数の電話端末手段のうちの該会議接続要求に関連する、少なくとも３つ
の電話端末手段に会議接続を設定する呼制御手段と、
　チャネルに多重化された音声信号を転送する第１のハイウエイと、
　第１のハイウエイおよび前記ネットワークに接続され、該ネットワークから受けるパケ
ットの音声信号を第１のハイウエイのチャネルに多重化し、第１のハイウエイから受ける
チャネルに多重化された音声信号をパケットに変換して前記ネットワークへ送信する第１
のインタネットプロトコル・ブリッジと、
　前記ハイウエイに接続され、該ハイウエイから前記少なくとも３つの電話端末手段より
のパケットを受信し、該パケットの音声信号を加減算して前記ハイウエイに返送する会議
トランクとを含み、
　前記呼制御手段によって前記会議接続を設定された電話端末手段は、前記電話端末から
の音声信号のパケットを前記会議トランクに宛てて前記ネットワークへ送出し、
　これによって該少なくとも３つの電話端末手段の間で会議通話を行なうことを特徴とす
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るインタネットプロトコル会議電話システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数の電話端末手段のうちのいずれかは、イ
ンタネットプロトコル電話機であることを特徴とするインタネットプロトコル会議電話シ
ステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記電話端末はアナログ電話機を含み、
　前記複数の電話端末手段のうちのいずれかは、
　チャネルに多重化された音声信号を転送する第２のハイウエイと、
　第２のハイウエイおよび前記ネットワークに接続され、該ネットワークから受けるパケ
ットの音声信号を第２のハイウエイのチャネルに多重化し、第２のハイウエイから受ける
チャネルに多重化された音声信号をパケットに変換して前記ネットワークへ送信する第２
のインタネットプロトコル・ブリッジと、
　第２のハイウエイに接続され、前記アナログ電話機を収容し、該アナログ電話機から受
ける音声信号を第２のハイウエイのチャネルに多重化し、第２のハイウエイから受けるチ
ャネルを多重分離して音声信号を該アナログ電話機に送る加入者回路とを含むことを特徴
とするインタネットプロトコル会議電話システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記呼制御手段は、前記会議接続の設定に応じて
、前記会議接続を設定された電話端末手段に対して、第１のハイウエイにおける

割り当て、前記会議トランクは、前記会議接続を設定された電話端末手段
に対応するチャネルに対して音声信号を処理することを特徴とするインタネットプロトコ
ル会議電話システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インタネットプロトコル (IP)による会議電話システム、より具体的には、たと
えば構内電話交換 (PBX) システムに有利に適用される IP会議電話システムに関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来、音声信号を IPパケットに組み立てて交換接続する IPによる構内電話交換 (IP-PBX)シ
ステムにおいて、会議電話サービスは実現されていなかった。従来のディジタル構内交換
機では、時分割交換スイッチに収容されたハイウエイに会議トランクが接続され、時分割
交換スイッチは、加入者回路に収容された電話機からそれに対応するハイウエイのチャネ
ルに多重化されて送られる音声信号を会議トランクへスイッチングし、会議トランクでは
、会議接続すべき電話機のうち特定の電話機に対応するチャネル以外の他の電話機のチャ
ネルの信号をすべて加算してその特定電話機のチャネルの信号として交換スイッチへ返送
することによって、会議電話接続を実現していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
IP-PBXシステムは、たとえば構内情報通信網 (LAN) で実現されるイントラネットの普及に
よってたやすく実現される構内電話交換方式であり、ディジタル構内交換機で提供される
会議電話サービスを IP-PBXシステムでも提供したいという要求がある。
【０００４】
本発明はこのような要求を実現し、とりわけ IP-PBXシステムに好適なインタネットプロト
コル会議電話システムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明によるインタネットプロトコル会議電話システムは、インタネットプロトコルにて
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パケットを転送するネットワークと、電話端末を含み、ネットワークに収容され、ネット
ワークから受けるパケットを音声信号に変換して電話端末に送り、電話端末からの音声信
号をパケットに変換してネットワークに送信する複数の電話端末手段と、ネットワークに
接続され、複数の電話端末手段のいずれかからの会議接続要求に応動して、複数の電話端
末手段のうちの会議接続要求に関連する、少なくとも３つの電話端末手段に会議接続を設
定する呼制御手段と、チャネルに多重化された音声信号を転送する第１のハイウエイと、
第１のハイウエイおよびネットワークに接続され、ネットワークから受けるパケットの音
声信号を第１のハイウエイのチャネルに多重化し、第１のハイウエイから受けるチャネル
に多重化された音声信号をパケットに変換してネットワークへ送信する第１のインタネッ
トプロトコル・ブリッジと、ハイウエイに接続され、ハイウエイから前記少なくとも３つ
の電話端末手段よりのパケットを受信し、パケットの音声信号を加減算してハイウエイに
返送する会議トランクとを含み、会議接続を設定された電話端末手段は、電話端末からの
音声信号のパケットを会議トランクに宛ててネットワークへ送出し、これによって前記少
なくとも３つの電話端末手段の間で会議通話を行なう。
【０００６】
本発明によるインタネットプロトコル会議電話システムはまた、インタネットプロトコル
にてパケットを転送し、マルチキャストに対応したネットワークと、電話端末を含み、ネ
ットワークに収容され、ネットワークから受けるパケットを音声信号に変換して電話端末
に送り、電話端末からの音声信号をパケットに変換してネットワークに送信する複数の電
話端末手段と、ネットワークに接続され、複数の電話端末手段のいずれかからの会議接続
要求に応動して、複数の電話端末手段のうちの会議接続要求に関連する、少なくとも３つ
の電話端末手段に会議接続を設定する呼制御手段と、ネットワークに接続され、前記少な
くとも３つの電話端末手段の間のマルチキャストグループをマルチキャストアドレスに従
って管理するマルチキャストルータとを含み、前記少なくとも３つの電話端末手段は、電
話端末からの音声信号のパケットにマルチキャストアドレスを設定してネットワークへ送
出し、ネットワークは、前記少なくとも３つの電話端末手段のいずれかからマルチキャス
トアドレスの設定されたパケットを受けると、この少なくとも３つの電話端末手段のうち
の残りの電話端末手段へこれを転送し、これによって前記少なくとも３つの電話端末手段
の間の会議通話を行なう。
【０００７】
【発明の実施の形態】
次に添付図面を参照して本発明によるインタネットプロトコル会議電話システムの実施例
を詳細に説明する。図１を参照すると、本発明によるインタネットプロトコル (IP)会議電
話システムが適用された IPによる構内電話交換 (IP-PBX)システムの実施例は、たとえば企
業構内のイントラネットを実現する構内ネットワーク (LAN) として IPネットワーク 10を有
し、これに多数の IP電話機 (IP-TEL) 12 が収容されている。 IPネットワーク 10は、本実施
例では、構内のイントラネットを形成する構内情報通信網 (LAN) であり、本実施例ではイ
ーサネットのパケット転送網である。 IPネットワーク 10はまた、外部のインタネット網（
図示せず）とも接続されている。
【０００８】
IP電話機 12は、通常の電話端末機の機能を有し、音声信号を IPパケットに組み立てて IPネ
ットワーク 10へ送出し、また IPネットワーク 10から受信した IPパケットを分解して音声信
号にするパケット組立、分解機能を有する電話機端末装置である。 IPネットワーク 10には
多数の IP電話機 12が収容されているが、図の複雑化を避けるため、同図では３台のみが示
されている。
【０００９】
この IP-PBXシステムにはまた、アナログ電話機などの在来の電話機 14も収容され、これら
は、加入者回路 (SLIC) 16 に収容されている。加入者回路 16は、複数の電話機 14が収容さ
れるとともに、ハイウエイ (HW) 18 を介して IPブリッジ  (IPBRG) 20 に接続されている。
ハイウエイ 18は、本実施例では、 30チャネルの音声チャネルならびに各１チャネルの信号
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および空きチャネルが伝送速度 2 Mbpsに多重化された 2Mbps 系の信号伝送路 (2MHW)である
。加入者回路 16は、複数の電話機 14からの音声信号を、本実施例ではパルス符号変調 (PCM
) してフレーム  100（図４）の音声チャネルに多重化し、これを上りハイウエイ (F2MHW) 
18F へ送出し、また、下りハイウエイ (B2MHW) 18B から受信したフレーム  100の各チャネ
ルを多重分離して音声信号に復調し、対応するチャネルの電話機 14に送る多重化、多重分
離機能を有する。
【００１０】
IPブリッジ 20は、 IPネットワーク 10に接続され、上りハイウエイ 18F から受信したフレー
ム  100を IPパケットに組み立てて IPネットワーク 10へ送出し、また IPネットワーク 10から
受信した IPパケットを分解してフレーム  100を下りハイウエイ 18B へ送出するパケット組
立、分解機能を有する機能部である。
【００１１】
IPネットワーク 10にはまた、別の IPブリッジ 22も収容されている。後者の IPブリッジ 22は
、 IPブリッジ 20と同様の構成でよく、これには、会議トランク (CFT) 24が収容されたハイ
ウエイ 26が接続されている。 IPブリッジ 22はやはり、上りハイウエイ 26F から受信したフ
レーム  100を IPパケットに組み立てて IPネットワーク 10へ送出し、また IPネットワーク 10
から受信した IPパケットを分解してフレーム  100を下りハイウエイ 26B へ送出するパケッ
ト組立、分解機能を有する機能部である。
【００１２】
会議トランク 24は、ハイウエイ 26の下り線 26B に到来するチャネルのうち会議接続に参加
しているすべてのチャネルの音声信号を加算するとともに、特定の１チャネルの音声信号
を除去し、結果の信号を上りハイウエイ 26F へ送出することによって、会議接続を実現す
るトランク回路である。
【００１３】
IPネットワーク 10には、電話機 12および 14などの端末装置からのパス接続要求などの呼処
理要求に応動して、それらの間で IPネットワーク 10を介したイントラネット構内の内線通
話や、 IPネットワーク 10が接続される外部のインタネット網（図示せず）とこれらの端末
装置 12および 14との間での外線通話などの呼接続を設定する中央制御機能部として、呼制
御ユニット (CCU) 28が設けられている。呼制御ユニット 28は、本実施例では呼処理プログ
ラムによって呼接続を処理し、この呼処理プログラムは、このような内線通話および外線
通話を設定する通常の PBX 機能を実現する。本発明に関して呼処理プログラムはとくに、
電話機 12および 14の間で３者通話もしくはそれ以上の多数者通話による会議電話サービス
を実行するプログラムを含んでいる。この会議電話機能はまた、 IPネットワーク 10を介し
て外部のインタネット網と電話機 12および 14との間で外線接続にも、効果的に適用される
。
【００１４】
図２を参照すると、 IP電話機 12は、 IPネットワーク 10に回線 30によって接続される信号変
換回路 (PHY) 32を有し、信号変換回路 32は、 IPネットワーク 10から受信されるイーサネッ
トの電気信号をイーサネットフレームに変換して接続線 34へ出力し、また IP電話機 12の内
部で転送されるイーサネットフレームを接続線 34から受けてイーサネットの電気信号に変
換し IPネットワーク 10へ送出する信号変換機能部である。接続線 34は、メディアアクセス
制御 (MAC) 回路 36に接続されている。
【００１５】
MAC 回路 34は、図示のようにバス 38によって中央処理装置 (CPU) 40、符号化復号器 (CODEC
) 42およびキー入出力 (PIO) 回路 44に接続され、バス 38上を転送される  UDP（ユーザ・デ
ータグラム・プロトコル） /IP パケットまたは  TCP（転送制御プロトコル） /IP パケット
をイーサネットフレームに組み込んで信号変換回路 32に送り、また信号変換回路 32から受
けたイーサネットフレームを UDP/IPパケットまたは TCP/IPパケットに分解してバス 38へ出
力する機能部である。
【００１６】
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CODEC 42は、 IP電話機 12の送受器であるハンドセット 46に接続され、ハンドセット 46の受
話器から受けたアナログ音声信号を PCM ディジタル信号に変換する符号化機能と、 MAC 回
路 34から転送される PCM 信号を対応するアナログ音声信号に変換してハンドセット 46の送
話器へ出力する復号機能とを有し、少なくとも１ IPパケットのデータを一時蓄積するバッ
ファ容量を有する。
【００１７】
PIO 回路 は、 IP電話機 12のキーパッド 48に接続され、キーパッド 48の状態、すなわちキ
ー入力を表わす信号を CPU 40に送る入力回路である。キーパッド 48は、 IP電話機 12を操作
するための各種キー、たとえばダイヤルキー、フックキー、ファンクションキーなどを有
し、操作者は、これらを操作して呼接続要求を発したり、会議電話サービスを含む IP-PBX
の様々な機能を利用することができる。
【００１８】
CPU 40は、 IP電話機 12の制御プログラムを実行する処理システムを含み、この制御プログ
ラムによって、 IPネットワーク 10を介して呼処理ユニット 28との間で呼処理情報をやり取
りし、これによって IP電話機 12の全体の動作を統括、制御する中央制御部である。たとえ
ば、 IPネットワーク 10とハンドセット 46との間で音声信号は、 CPU 40の制御の下に授受さ
れる。より具体的には、 CPU 40は、 CODEC 42で PCM 信号に変換された音声データを CODEC 
42から読み出して、これに UDP/IPヘッダ（図示せず）を付加してパケットに組み立て、 MA
C 回路 36を通して IPネットワーク 10へ送信する。また、 IPネットワーク 10から受信した UD
P/IPパケットは、 CPU 40がヘッダを除去して CODEC 42に書き込む。このように CPU 40は、
パケットの組立、分解機能も有している。
【００１９】
図３を参照すると、 IPブリッジ 20は、 IPネットワーク 10に回線 50によって接続される信号
変換回路 (PHY) 52を有し、他方の IPブリッジ 22も同様の構成であるので、代表的にブリッ
ジ 20について説明する。信号変換回路 52は、上述した信号変換回路 32と同様の機能を有し
、 IPネットワーク 10から受信されるイーサネットの電気信号をイーサネットフレームに変
換して接続線 54へ出力し、また IPブリッジ 20の内部で転送されるイーサネットフレームを
接続線 54から受けてイーサネットの電気信号に変換し IPネットワーク 10へ送出する信号変
換機能部である。接続線 54は、メディアアクセス制御 (MAC) 回路 56に接続されている。
【００２０】
MAC 回路 56は、図示のようにバス 58によって中央処理装置 (CPU) 60および 2MHWインタフェ
ース回路 62に接続され、バス 58上を転送される  UDP/IP パケットまたは  TCP/IP パケット
をイーサネットフレームに組み込んで信号変換回路 52に送り、また信号変換回路 52から受
けたイーサネットフレームを UDP/IPパケットまたは TCP/IPパケットに分解してバス 58へ出
力する機能部である。
【００２１】
2MHWインタフェース回路 62は、ハイウエイ (2MHW) 18 に接続され、ハイウエイ 18と IPブリ
ッジ 20の内部とのインタフェースをとる回路である。インタフェース回路 62は、上りハイ
ウエイ 18F から受けたフレーム  100の各チャネルの PCM ディジタル音声信号を IPパケット
に組み立てるパケット組立機能と、 MAC 回路 56から転送される IPパケットの PCM 信号をフ
レーム  100の各チャネルに多重化して下りハイウエイ 18B へ出力するパケット分解機能と
を有する。インタフェース回路 62は、少なくとも１ IPパケットのデータを一時蓄積するバ
ッファ容量を有し、ハイウエイ 18に収容される様々な回線パッケージと CPU 60との間で制
御信号 18C を送受するためのデュアルポートメモリ（図示せず）を有している。
【００２２】
CPU 60は、 IPブリッジ 20の制御プログラムを実行する処理システムからなり、この制御プ
ログラムによって、 IPネットワーク 10を介して呼処理ユニット 28との間で呼処理情報をや
り取りし、これによって IPブリッジ 20の全体の動作を統括、制御する中央制御部である。
たとえば、 IPネットワーク 10とインタフェース回路 62との間で音声信号は、 CPU 60の制御
の下に授受される。 CPU 60は、たとえば、インタフェース回路 62に到来した PCM 音声デー
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タをインタフェース回路 62から読み出して、これに UDP/IPヘッダを付加してパケットに組
み立て、 MAC 回路 36を通して IPネットワーク 10へ送信する。また、 IPネットワーク 10から
受信した UDP/IPパケットは、 CPU 60がヘッダを除去してインタフェース回路 62に書き込む
。このように CPU 60は、パケットの組立、分解機能を実現している。
【００２３】
会議トランク 24は、下りハイウエイ 26B から到来する PCM 音声データを加減算して会議通
話を実行する機能部である。より具体的には、たとえば、図１に示す電話機 12および 14の
うち３台の電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3の間で会議接続する場合、会議トランク 24
は、図４に概念的に示すように、たとえば下りハイウエイ 26B すなわち B2MHW1から到来す
るフレーム  100において、そのチャネル (Ch) #0 には電話機  Tel 1の PCM 音声データが、
またチャネル #1には電話機  Tel 2の PCM 音声データが、そしてチャネル #3には電話機  Tel
 3の PCM 音声データが多重化されているとする。会議トランク 24はこのフレーム  100を受
信すると、総和記号  102で概念的に示すように３つのチャネル #0、 #1および #2の音声信号
を加算し、次に減算記号  104、  106および  108で概念的に示すように、総和結果の音声信
号  110からそれぞれ対応する個々のチャネルの音声信号、たとえばチャネル #0なら電話機
Tel 1 の音声信号を減算し、チャネル #1なら電話機 Tel 2 の音声信号を減算し、そしてチ
ャネル #2なら電話機 Tel 3 の音声信号を減算する。結果の音声信号  112、  114および  116
は、図示のように、それぞれ電話機 Tel 2+Tel 3 の音声信号、電話機 Tel 1+Tel 3 の音声
信号、および電話機 Tel 1+Tel 2 の音声信号を含むものとなり、会議トランク 24は、これ
らをそれぞれチャネル #0、 #1および #2に多重化し、上りハイウエイ 26F すなわち F2MHW1へ
送出する。これによって、電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3の間の３者通話が実現され
る。もちろん、４者以上の会議接続も同様にして行なうことができる。
【００２４】
動作状態において、上述と同様に電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3の間で会議接続する
場合、操作者は、これらの電話機、またはそのいずれかを操作して、会議接続の要求を呼
制御ユニット 28に送出する。たとえば、電話機  Tel 1と  Tel 2の間で通常の２者間通話を
行なっている。この呼接続は、通常の内線接続処理で設定され、電話機  Tel 1と  Tel 2が
通話状態にあることは、呼制御ユニット 28に登録されている。この例では、図１に示すよ
うに、電話機 Tel 1 および Tel 2 には IPアドレスとして IP=AAAA および IP=BBBB がそれぞ
れ付与されている。また IPブリッジ 20および 22には、 IPアドレスとして IP=CCCC および IP
=DDDD がそれぞれ付与されている。また電話機 Tel 3 には、ハイウエイ 2MHW0 のチャネル
(Ch) #0 および  UDPポート =0が割り当てられている。
【００２５】
このとき、たとえば電話機  Tel 1の操作者は、キー 48を操作して電話機  Tel 1から同  Tel
 3へ発呼し、これによって、電話機  Tel 3をこの２者間通話に参加させることができる。
そのとき電話機  Tel 2は保留状態になる。電話機  Tel 3がこの発呼に応答して通話状態に
なると、電話機  Tel 1でキー 48を操作して会議接続の要求を発生する。この会議接続要求
は、呼制御ユニット 28で受け付けられ、３者、すなわち電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel
 3の間の会議接続として登録される。もちろん、この会議接続の設定は一例であって、た
とえば電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3が同時に会議接続を要求してもよい。この会議
登録により呼制御ユニット 28は、会議トランク 24について会議接続のための電話機  Tel 1
、  Tel 2および  Tel 3の会議通話チャネルとして、それぞれ、ハイウエイ 2MHW1 のチャネ
ル #0、 #1および #2を、また  UDPポート =0、  UDPポート =1および  UDPポート =2を割り当てる
。
【００２６】
電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3からの音声信号は、次のようにして転送される。たと
えば、電話機  Tel 1の CPU 40は、呼制御ユニット 28からのパス接続要求を IPネットワーク
10を介しその MAC 回路 36を通して受けると、そのハンドセット 46で受話した音声を会議ト
ランク 24の収容されているハイウエイ 2MHW1 における自己の電話機  Tel 1のチャネル #0に
接続するために、パケット化に際してヘッダ（図示せず）の宛て先を、この例では、 IPブ
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リッジ 22の  IP=DDDDに、そして自己の電話機 Tel 1 の会議通話用の UDP ポート =0に設定し
て、音声信号をパケットに組み立て、 IPネットワーク 10へ送出する。
【００２７】
同様にして、電話機  Tel 2は、呼制御ユニット 28からのパス接続要求を IPネットワーク 10
を通して受けると、そのハンドセット 46で受話した音声を会議トランク 24のハイウエイ 2M
HW1 における自己の電話機  Tel 2のチャネル #1に接続するために、ヘッダの宛て先を、 IP
ブリッジ 22の  IP=DDDDに、そして自己の電話機 Tel 2 の会議通話用の UDP ポート =1に設定
して音声信号をパケット化し、 IPネットワーク 10へ送出する。
【００２８】
在来型の電話機 Tel 3 については、このような動作を IPブリッジ 20が行なう。 IPブリッジ
20は、電話機  Tel 1などと同様にして、呼制御ユニット 28からのパス接続要求を IPネット
ワーク 10を通して受けると、電話機 Tel 3 から加入者回路 16を通して受信した音声を会議
トランク 24のハイウエイ 2MHW1 における対応のチャネル #2に接続するために、ヘッダの宛
て先を、 IPブリッジ 22の  IP=DDDDに、そして電話機 Tel 3 の会議通話用の UDP ポート =2に
設定してパケットを組み立て、 IPネットワーク 10へ送出する。
【００２９】
これらのパケットは、 IPネットワーク 10を通して転送され、会議トランク 24の収容されて
いる IPブリッジ 22では、 IPネットワーク 10からその MAC 回路 56を通して受信される。 IPブ
リッジ 22の CPU 60は、受信したパケットのヘッダを解析して、自己の会議トランク 24宛て
の音声データを識別し、これをハイウエイ B2MHW1の対応するチャネル、この例では、電話
機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3からの音声信号をそれぞれチャネル #0、 #1および #2に書き
込む。こうして電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3からの音声信号が書き込まれたフレー
ム  100（図４）は、下りハイウエイ B2MHW1から会議トランク 24で受信される。
【００３０】
会議トランク 24では、呼制御ユニット 28からの指示に従って、前述のようにして、この例
では、下りハイウエイ B2MHW1のチャネル #0、 #1および #2で受信した音声信号を加算し、チ
ャネル #1および #2の加算結果を上りハイウエイ F2MHW1のチャネル #0に、またチャネル #0お
よび #2の加算結果をそのチャネル #1に、そしてチャネル #0および #1の加算結果をそのチャ
ネル #2に書き込む。
【００３１】
IPブリッジ 22では、 CPU 60は、呼制御ユニット 28からのパス接続要求を IPネットワーク 10
を介しその MAC 回路 56を通して受けると、会議トランク 24の収容されているハイウエイ 2M
HW1 におけるチャネル #0および #1の音声信号については、それぞれ電話機  Tel 1および  T
el 2に接続するために、パケット化に際してヘッダの宛て先を、この例では、対応する電
話機  Tel 1および  Tel 2の  IP=AAAAおよび  IP=BBBBに設定して、音声信号をパケットに組
み立て、 IPネットワーク 10へ送出する。また、ハイウエイ 2MHW1 におけるチャネル #2の音
声信号については、電話機  Tel 3の収容されているハイウエイ 2MHW0 のチャネル #0に接続
するために、ヘッダの宛て先を、この例では、他の IPブリッジ 20の  IP=CCCCに、そしてそ
の電話機 Tel 3 の UDP ポート =0に設定して、音声信号をパケットに組み立て、 IPネットワ
ーク 10へ送出する。
【００３２】
IPネットワーク 10へ送出されたこれらのパケットは、電話機  Tel 1および  Tel 2、ならび
に IPブリッジ 22で受信され、これらの CPU 40および 60は、受信した音声パケットのヘッダ
を解析して、自己宛てと判定したパケットから音声信号を取り込む。たとえば、電話機 Te
l 1 などの IP電話機 12では、 CPU 40がヘッダから自己宛てのパケットを識別し、これを CO
DEC 42に転送する。 CODEC 42では、これを音声信号に復号し、ハンドセット 46の受話器に
送出する。この音声信号は、会議トランク 24で加算された電話機 Tel 2 および Tel 3 から
の音声を含んでいる。電話機 Tel 2 の動作も、音声信号が電話機 Tel 1 および Tel 3 から
の音声を含んでいる点を除いて、電話機 Tel 1 の場合と同様である。
【００３３】
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IPブリッジ 20では、 CPU 60が IPネットワーク 10から受信したパケットのヘッダから自己宛
てのパケットを識別し、これを 2MHWインタフェース回路 62に転送する。後者の回路 62では
、これを下りハイウエイ B2MHW0のチャネル #0に書き込む。加入者回路 16は、チャネル #0の
音声信号に受信して復号し、電話機 Tel 3 に送出する。この音声信号は、会議トランク 24
で加算された電話機 Tel 1 および Tel 2 からの音声を含むものである。
【００３４】
このようにして、音声信号を IPパケットの形で扱う IP-PBXシステムにおいて、電話機  Tel
 1、  Tel 2および  Tel 3の間で３者会議接続が行なわれる。もちろん、これは、発明の説
明のための例であって、４者以上の会議接続も同様にして行なうことができる。もちろん
、 IP電話機 12相互の会議通話、および在来の電話機 14相互の会議通話も、同様にして実現
される。
【００３５】
図５を参照すると、本発明の他の実施例が示され、この実施例は、会議トランク 24とその
関連設備に代わってマルチキャストルータ 70が設けられ、また、 IPネットワーク 10a がマ
ルチキャスト対応に構成されたネットワークである点以外は、図１に示す実施例と構成が
同じである。マルチキャストルータ 70は、 IPネットワーク 10a における IPマルチキャスト
グループの設定状況を管理するルータである。本実施例では、これは、 IETF (Internet E
ngineering Task Force)の標準化文書のひとつ、 RFC (request for comments) 1112 で規
定するマルチキャスト・プロトコル IGMP (internet group management protocol) をサポ
ートしている。
【００３６】
より詳細には、マルチキャストルータ 70は、 IPネットワーク 10a に接続ポート P4によって
接続され、 IPネットワーク 10a に収容されているすべての資源、たとえば電話機 12、 IPブ
リッジ 20などの、ネットワーク 10a から見た、いわば「端末」に宛てて、 IGMP問合せパケ
ットを所定の周期で送信し、また、これに応答しててそれらの端末から返送された IGMP報
告パケットを受信する。 IPネットワーク 10a は、図１に示す実施例における IPネットワー
ク 10の有する機能の他に、その網内を行きかう IGMP問合せパケットおよび IGMP報告パケッ
トを監視して、網内のマルチキャストグループの構成を常時、学習するマルチキャスト対
応機能を有している。
【００３７】
より具体的には、この学習は、 IPネットワーク 10a において、たとえば電話機 12や IPブリ
ッジ 20が IPネットワーク 10a に接続されている接続ポート P1、 P2および P3などの接続ポー
トがマルチキャストグループに含まれているか否かを認識することによって行なわれる。
換言すれば、会議通話の登録は、マルチキャスト IPアドレスをある会議通話のグループ、
たとえば図５で点線 72で示すグループについて割り当て、それに参加する電話機 12および
（または） 14を IPネットワーク 10a に登録することによって行なわれる。
【００３８】
動作状態において、前述と同様に電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3の間で会議接続する
例を説明する。会議接続の設定は、前述したいずれかの方法でよい。いずれにせよ、この
ような会議接続の要求を受けた呼制御ユニット 28は、電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3
に対してマルチキャスト IPアドレス =XXXX で会議電話を行なうようにパス接続要求を送出
する。
【００３９】
このパス接続要求を受けた電話機  Tel 1、  Tel 2および IPブリッジ 20は、それぞれマルチ
キャストルータ 70から IGMP問合せパケットを受け取ったとき、 IGMP報告パケットを組み立
てて、この会議接続をマルチキャスト IPアドレス =XXXX に登録する旨をマルチキャストル
ータ 70に返信する。その際、 IPネットワーク 70a は、電話機  Tel 1、  Tel 2および IPブリ
ッジ 20のそれぞれ収容されている接続ポート P1、 P2および P3がマルチキャスト IPアドレス
=XXXX のマルチキャストグループ 72に属することをこの IGMP報告パケットによって認識す
る。
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【００４０】
また、 IPブリッジ 20は、呼制御ユニット 28から上述のパス接続要求を受けると、それに収
容されている、この例では電話機  Tel 3がマルチキャスト IPアドレス =XXXX のマルチキャ
ストグループ 72に属する旨を記憶する。つまり、グループアドレス =XXXX に電話機  Tel 3
をハイウエイ 2MHW0 のチャネル #0として登録する。
【００４１】
電話機  Tel 1、  Tel 2および  Tel 3からの音声信号は、次のようにして転送される。たと
えば、電話機  Tel 1の CPU 40は、ヘッダの宛て先を IP=XXXX に設定して送信音声信号をパ
ケット化し、 IPネットワーク 10a へ送出する。この音声パケットは、 IPネットワーク 10a 
は、学習したマルチキャストグループ 72の構成に従って、この音声パケットがこのマルチ
キャストグループ 72に関連する接続ポート、この例ではポート P2および P3に関連するもの
であることを識別し、この音声パケットを電話機  Tel 2および IPブリッジ 20へ転送する。
当然ながら IPネットワーク 10a は、電話機  Tel 1が収容されているポート P1にこの音声パ
ケットを転送することはない。こうして、電話機  Tel 2は、電話機  Tel 1からの音声信号
を受信する。また、 IPブリッジ 20では、この IPアドレス =XXXX の音声パケットを識別する
と、そのヘッダを除去し、前述した自己の記憶内容に従って、電話機  Tel 3への音声信号
を下りハイウエイ B2MHW0のチャネル #0に書き込む。そうしてその音声信号は、電話機  Tel
 3で受信される。
【００４２】
電話機  Tel 2からの音声信号も同様にして、マルチキャスト IPアドレス =XXXX のパケット
の形で電話機  Tel 1および IPブリッジ 20へ送られる。また、 IPブリッジ 20では、上りハイ
ウエイ F2MHW0のチャネル #0で受信した電話機  Tel 3からの音声信号を、ヘッダの宛て先を
IP=XXXX に設定して送信音声信号をパケット化する。 IPブリッジ 20の CPU 60は、同様にし
てヘッダの宛て先を IP=XXXX に設定して送信音声信号をパケット化し、 IPネットワーク 10
a へ送出する。この音声パケットは、接続ポート P1および P2へ転送され、そこに収容され
ている電話機  Tel 1および  Tel 2で受信される。もちろんその際、 IPネットワーク 10a は
、 IPブリッジ 20の接続ポート P3へこの音声パケットを転送することはない。
【００４３】
たとえば、 IPブリッジ 20に接続されているハイウエイ 18に収容されている電話機 14のうち
の複数台が同じマルチキャストグループに会議接続の登録をされた場合、 IPブリッジ 20は
、そのマルチキャストグループに属する１台の電話機 14から送信音声データを上りハイウ
エイ 18F にて受信すると、これを IPパケット化して IPネットワーク 10へ、すなわち IPブリ
ッジ 20以外の端末 12などへ送信すると同時に、ハイウエイ 18に収容されそのマルチキャス
トグループに属する他の電話機 14の下りハイウエイ 18B におけるチャネルにもこの音声デ
ータを書き込んで、それらの電話機 14へもこれを送信する。たとえば、 IPブリッジ 20は、
そのハイウエイ 18に収容されている電話機 Tel 3 および Tel 4 が上述の同じマルチキャス
トグループアドレス =XXXX に会議接続の登録がされていると、 IPブリッジ 20は、たとえば
、電話機 Tel 3 からの送信音声データを IPパケット化して IPネットワーク 10へ送信すると
同時に、そのマルチキャストグループに属する他の電話機 Tel 4 の受信チャネルにもこの
音声データを書き込む。これにより、同じハイウエイ 18に収容されている端末 14の相互間
でも会議通話が実現される。
【００４４】
マルチキャストルータ 70は、 IPネットワーク 10a 以外のネットワーク、たとえばインタネ
ット  130などに接続される接続ポート P5も有していてもよい。そのような適用例では、マ
ルチキャストルータ 70は、インタネット  130側のポート P5からも、たとえばマルチキャス
ト IPアドレス =XXXX のマルチキャストグループ 72への登録を要求する IGMP報告パケットを
受信すると、このマルチキャストグループ 72に属する会議接続を管理することができる。
たとえば、 IPネットワーク 10a から、マルチキャスト IPアドレス =XXXX を有する音声パケ
ットを受信すると、インタネット  130側のポート P5にこれを転送（ルーティング）する。
また、インタネット  130から IPネットワーク 10a へのパケット転送も、マルチキャスト IP
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アドレス =XXXX に従って、同様にして行なわれる。こうして、マルチキャストルータ 70は
、マルチキャストグループ 72に属する会議接続を管理する。
【００４５】
このように図５に示す実施例では、音声信号を IPパケットの形で扱う IP-PBXシステムにお
いて、会議トランク 24に代わりマルチキャストルータ 70によって会議電話サービスを実現
している。
【００４６】
【発明の効果】
このように本発明によれば、会議トランクまたはマルチキャストルータなどの会議接続の
ための装置を IPネットワークに配設することにより、音声信号を IPパケットの形で扱う IP
-PBXシステムにおいて、電話機などの端末装置間で会議接続を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による IP会議電話システムが適用された IP-PBXシステムの実施例を示す中
継方式図である。
【図２】図１に示す実施例における IP電話機の構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】同実施例における IPブリッジの構成例を示す、図２と同様の機能ブロック図であ
る。
【図４】同実施例における会議トランクの機能説明に有用な説明図である。
【図５】本発明が適用された IP-PBXシステムの他の実施例を示す、図１と同様の中継方式
図である。
【符号の説明】
10　 IPネットワーク
12　 IP電話機
14　電話機
16　加入者回路
20、 22　 IPブリッジ
24　会議トランク
28　呼制御ユニット
70　マルチキャストルータ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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